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○枕崎市ふるさと応援寄附条例施行規則 

平成20年10月３日規則第29号 

改正 

平成24年３月16日規則第１号 

平成27年５月１日規則第22号 

平成27年12月28日規則第28号 

平成29年３月31日規則第９号 

平成30年11月１日規則第17号 

令和２年１月31日規則第１号 

令和６年６月４日規則第３号 

枕崎市ふるさと応援寄附条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、枕崎市ふるさと応援寄附条例（平成20年枕崎市条例第23号。以下「条例」と

いう。）第12条の規定に基づき、条例の規定に基づく寄附（以下「ふるさと応援寄附」という。）

の手続及び基金の管理運用等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（寄附金の受入れ等） 

第２条 ふるさと応援寄附に係る寄附金（以下「寄附金」という。）の受入れは、随時行うものと

する。 

２ 寄附金は、枕崎市ふるさと応援寄附申込書（様式第１号）により受けるものとする。ただし、

他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。 

３ 市長は、寄附の申込みの目的又は収受した寄附金が公序良俗に反するものであると認めるとき

は、寄附金の受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。 

４ 市長は、前項の規定による取扱いをしたときは、その決定の理由及び経過を記録しておかなけ

ればならない。 

（寄附金台帳の作成） 

第３条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、条例第２条に掲げる事業ごとに枕崎市ふるさと

応援寄附金台帳（様式第２号）を整備するものとする。ただし、寄附者の情報及び寄附金の収納

等に関して電子情報処理組織を用いて運用するときは、当該電子情報処理組織の機能をもって寄

附金台帳に代えることができる。 

（事業の報告） 
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第４条 条例第11条の規定による公表は、市のホームページ及び広報紙への掲載その他の方法によ

り行うものとする。 

（雑則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成20年１月１日以後に寄附を受けた寄附金について適用す

る。 

附 則（平成24年３月16日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年５月１日規則第22号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年12月28日規則第28号） 

この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日規則第９号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年11月１日規則第17号） 

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に寄附を受けた寄附金について適用する。 

附 則（令和２年１月31日規則第１号） 

この規則は、令和２年２月１日から施行し、同日以後に寄附を受けた寄附金について適用する。 

附 則（令和６年６月４日規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



3/4 

様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 

 


